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議案第２６号 

利根川栗橋流域水防事務組合の規約変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、利根川

栗橋流域水防事務組合規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。 

  令和４年６月１日提出 

           幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

久喜市の換地処分の実施に伴い、利根川栗橋流域水防事務組合規約を一部変更す

ることについて協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、この案を提

出するものである。 
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別紙 

利根川栗橋流域水防事務組合規約の一部を変更する規約 

 利根川栗橋流域水防事務組合規約（昭和３９年自治許第８４号）の一部を次のよ

うに変更する。 

 別表第３久喜市の項中「南栗橋十二丁目」を「南栗橋十二丁目 伊坂北一丁目 伊

坂北二丁目 伊坂中央一丁目 伊坂中央二丁目 伊坂南一丁目 伊坂南二丁目 伊

坂南三丁目 松永一丁目」に、「鷲宮六丁目の一部」を「鷲宮六丁目の一部 西大輪

一丁目 西大輪二丁目 西大輪三丁目 西大輪四丁目 西大輪五丁目」に改める。 

附 則 

 この規約は、令和４年１０月１日から施行する。 
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